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法 令 名 建築基準法 法令の番号 昭和２５年法律第２０１号 
許認可等の種類 道路内建築の許可（公共用歩廊等の道路内建築の許可） 根 拠 条 項  法第４４条第１項第４号 
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○建設省通達に準ずる。 
 
 ・「アーケードの取扱について」（昭和３０年２月１日国消発第７２号、発住５号、発備第２号） 
 ・「道路附属建築物の取扱い」（昭和４５年１月２９日住街発１５５０号） 
 
○建築基準法施行令第１４５号第２項、第３項 
 
 
 
  ※建築審査会の同意が必要。 
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